
平成２７年度「あきたスマートスマートカレッジ」開講式
４月25日（土）に、「あきたスマートカレッジ」総合開

講式が開催されました。昨年度のカレッジ受講者総数はの

べ6,300名を超え、今年も多数の方々にお申し込みをいた

だいております。講座によっては定員を大幅に超えた申し

込みのために残念ながらお断りしなければならないものも

ある状況です。

開講式では、学長である佐竹知事から「全県的に学びの

輪が広がってきており、受講者の方々にはこの後も『行動

人』として活躍していただきたい」という激励の挨拶があ

りました。引き続いて100単位を達成した湯沢文子さんに

「ブロンズマナビスト」の奨励証が佐竹学長から授与され

ました。県民歌斉唱では、昨年度末を以て退職された夏目

前所長のピアノ演奏により、出席者全員で斉唱しました。

記念講演では、北都銀行取締役頭取の斉藤永吉氏より「女

性が輝く地域社会づくり」と題したご講演をいただきまし

た。「数字を目標に進めてきたわけではなく、自分が頭取

になってからの経営改革や経営戦略の中で適材適所に女性

を登用したことが女性活躍推進につながったということで

あり、それが結果的に内閣府の『女性が輝く先進企業表彰』

での内閣総理大臣賞につながった」「パートナー企業の事

業展開、大学連携による起業家育成講座の開設などさらに

地域貢献を進め、今後も女性の活躍推進に取り組んでいき

たい」といったお話に、150名を超える聴衆は熱心に聞き

入っていました。

※講演録については、後日センターWebサイトに掲載する

予定です。

講座の期日変更のお知らせ
以下の講座について、諸般の事情により開催日が延期となりました。延期日未定の講座もあ

りますが、期日決定後随時お知らせしますので、センターWebサイトなどでご確認ください。

Ａ１ 事件で見る秋田の歴史「先史時代から元慶の乱まで」 ８月以降に延期：期日未定

Ａ２ 事件で見る秋田の歴史「前九年・後三年合戦と秋田」 ８月以降に延期：期日未定

Ｆ２ 日常生活に役立つアラカルトVol.２ ８月８日（土）10:00～11:30

「日々の暮らしに知っておきたい経済学」 に延期

カレッジ情報のバックナンバーは、秋田県生涯学習センターWebサイト
http://www.pref.akita.lg.jp/lifelong/からダウンロードすることができます。
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連携講座 ★発見！ミュージアムゼミ＜県立博物館＞
第１回「石斧のある世界」 講師：考古担当 吉川 耕太郎 氏
５月15日に開催された第1回目は「石斧のある世界」と題し、考古学の意義

やこれまでの考古学の研究成果を初めとして、現在開催中の企画展「石斧のあ
る世界」（６月21日まで）に関してのお話でした。石斧には打製石斧と磨製石
斧があります。「打製石斧は木を切る時に突き刺さって抜けにくいのに、磨製
石斧は突き刺さらず、木の切り出しや加工に適していることから、最初から実
用品としてつくられた」「石斧には縦斧と横斧があって刃先の傷を顕微鏡観察
すれば使用法がわかる」「やがて磨製石斧が大型化して儀式や副葬品としても
使われた」など興味があふれる内容でした。

「日常生活に役立つアラカルト」Vol.2
第１回「裁判員を断ると10万円以下の罰金の可能性があります

～刑事訴訟と裁判員制度の仕組み～」
講師：ノースアジア大学法学部 准教授 秋山 栄一 氏

講座冒頭に「すいません、タイトルに誤りがありました。
『罰金』ではなく、『過料』でした」との訂正がありまし
た。『罰金は重い犯罪に対する罰であり、前科がつく』こ
とになりますが、『過料は軽微なものとして、犯罪に相当
せず、前科がつかない』という違いがあり、『正当な理由
なく裁判員を断ることは、犯罪には相当せず、過料となる
可能性がある』とのことでした。
私たちは「裁判や法律の専門家」ではありませんが、「裁

判員として、裁判に関わる可能性」はあります。ですから、
「裁判員として、どのように裁判に臨むべきか」、そうい

う疑問に答えてくれる講座でした。私たちが気をつけるべきこととして、第１にマスコミ報道
などによって「先入観」を持ってしまうことの危険性があげられました。松本サリン事件で、
被害者を加害者であるかのようにマスコミが報道し、多くの人が加害者であると考えた事例が
あげられました。次に、警察による取り調べや逮捕となっただけで、犯罪者扱いすることの危
険性があげられました。「判決が確定するまでは被疑者に過ぎず、犯罪者ではない」という言
葉が印象的でした。「言葉としてわかっていても、その通りに行動できるのか」が求められる、
そんなことを考えさせられました。以下は、今後の予定です。
Ｆ４ ６／20（土）「子どもの心～発達心理学からのアプローチ～」
Ｆ５ ７／４（土）「知っておきたい再生医学の現在」
Ｆ６ ７／18（土）「地域にある未利用資源を活かすために ～循環型社会の背景・展望・課題～」
Ｆ７ ８／１（土）「英語は日常生活において欠かせないもの?!

～英語の必要性について考えてみましょう～」
Ｆ２※ ８／８（土）「日々の暮らしに知っておきたい経済学 ～金融学に触れましょう～」
Ｆ８ ８／22（土）「生きること表現すること ～やきものとアール・ブリュットをめぐるお話～」
（会場：秋田県生涯学習センター 各回 定員：80名 10:00～11:30）
※８／８のＦ２は、東北六魂祭の影響により当初予定の５／30から変更となったものです。受講申し込み

については、受付担当にお問い合わせください。

パソコン入門
新たにカレッジ事業に組み入れられた講座です。タブレットとはどういうものかを紹介する

「タブレットにふれようコース」（Ｋ１・２）。これからパソコンを始めてみようという方を
対象にした「ほぼ初めてコース」（Ｋ３・４・５）。年賀状の宛名書きをパソコンで一気に印
刷したいというような方を対象にした「ちょっぴりできるコース」（Ｋ６・７・８）を予定し
ています。なお、それぞれ各回同じ内容で開催するので、同じ内容の講座（例えばＫ３とＫ４）
を同時に申し込むことはできません。詳しくは当センターWebサイトやチラシをご覧ください。


